
　富士市中小企業振興基本条例（平成１９年富士市条例第８号）の全部を改正する。
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　附則

　霊峰富士の麓に位置する私たちのまち富士市は、温暖な気候や豊富な地下水などの自然

環境、東西交通の要衝という地理的条件等に恵まれ、紙パルプ産業をはじめとする様々な

産業が集積し、ものづくりのまちとして発展してきた。

　こうした産業を支える中小企業及び小規模企業は、たゆまぬ努力と創意工夫を重ねなが

ら事業活動を展開することにより、地域経済の振興のみならず、雇用やまちのにぎわいを

創出し、市民生活の向上に大きく貢献してきた。

　しかしながら、人口減少、少子高齢化や経済活動の国際化など経済的社会的環境が大き

く変化する中、本市の中小企業及び小規模企業は、売上の減少や労働力不足等の課題に直

面しており、その経営環境は大変厳しいものとなっている。

　こうした状況において、中小企業及び小規模企業が発展していくためには、中小企業者

及び小規模企業者自らが経営の向上に努めるとともに、地域社会全体が中小企業及び小規

模企業の振興の重要性を理解し、支援することが必要であり、とりわけ規模が小さく経営

基盤の弱い小規模企業者への支援にあっては、その経営状況に応じた事業の持続的発展が

図られなければならない。

　このような認識の下、中小企業及び小規模企業が活力あふれる事業活動を展開し、市民

が将来にわたり豊かな市民生活を享受することができる地域社会の実現に向け、中小企業

及び小規模企業の振興のための施策を総合的に推進するため、この条例を制定する。

第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は、中小企業及び小規模企業（以下「中小企業等」という。）の振興に関し、

基本理念を定め、及び市の責務等を明らかにするとともに、中小企業等の振興のために

行う基本的事項を定めることにより、中小企業等の振興のための施策を総合的に推進し、

もって活力ある地域社会及び豊かな市民生活の実現に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

⑴　中小企業者　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に規

定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

⑵　小規模企業者　中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者であって、市

内に事務所又は事業所を有するものをいう。

⑶　中小企業等関係団体　次に掲げる団体をいう。

ア　中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項各

号に掲げる中小企業団体及び商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）の規定

に基づき設立された商店街振興組合であって、市内に事務所又は事業所を有するもの

イ　中小企業等の振興を目的とする団体で市長が特に認めるもの

⑷　中小企業者等　中小企業者、小規模企業者及び中小企業等関係団体をいう。

⑸　中小企業等支援機関　商工会議所、商工会、中小企業団体中央会その他中小企業等

の経営に関する支援を行うものをいう。

⑹　大企業者　中小企業者及び小規模企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は

事業所を有するものをいう。

⑺　金融機関　銀行、信用金庫、信用協同組合その他金融に関する業務を行う事業者を

いう。

⑻　教育機関　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校その他職

業に必要な能力を育成する者をいう。

⑼　市民　市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

（基本理念）

第３条　中小企業等の振興は、中小企業者等の自主的な努力及び創意工夫による取組が促

進されることを基本として推進されなければならない。

２　中小企業等の振興は、中小企業者等が本市の産業の中核として、地域の経済及び雇用

を支え、市民生活の向上に貢献する重要な存在であるとの認識の下に推進されなければ

ならない。

３　中小企業等の振興は、中小企業者等により経済的社会的環境の変化への円滑な対応が

図られることを基本として、中小企業等の発展のための支援が重要であるとの認識の下

に推進されなければならない。

４　中小企業等の振興は、市、中小企業者等、中小企業等支援機関、大企業者、金融機関

及び教育機関が相互に連携し、市民の協力を得て推進されなければならない。

５　中小企業等の振興は、経営資源の確保が特に困難である小規模企業者に配慮して推進

されなければならない。

（市の責務）

第４条　市は、基本理念にのっとり、中小企業等の振興に関する施策を総合的に策定し、

実施するものとする。

２　市は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な体制を整備するとともに、

必要な財政措置を講ずるものとする。

３　市は、中小企業等の振興に関する施策の実施に当たり、国、県その他関係機関及び関

係団体と連携し、取り組むものとする。

４　市は、地域社会における中小企業等の重要性について市民及び関係者の理解を深める

よう努めるものとする。

（中小企業者等の努力）

第５条　中小企業者等は、自主的な努力及び創意工夫により経営の向上に努めるものとする。

２　中小企業者等は、人材の育成、雇用の安定、従業員の福利厚生の向上及び従業員の仕

事と生活の調和の実現に努めるものとする。

３　中小企業者等は、誰もが意欲的に働き続けることができる環境整備等地域における雇

用機会の創出に努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努める

ものとする。

４　中小企業者等は、後継者の育成、技術の継承等により円滑な事業の承継を図るよう努

めるものとする。

５　中小企業者等は、教育機関の実施する職場体験活動その他職業に関する理解を深める

学習等に協力するよう努めるものとする。

６　中小企業者等は、事業活動を行うに当たり、市内で生産され、製造され、若しくは加

工される物品又は提供されるサービスの積極的な活用等に努めるものとする。

７　中小企業者等は、中小企業等の振興に関し市が実施する施策及び中小企業等支援機関

が実施する事業に協力するよう努めるものとする。

（中小企業等支援機関の責務）

第６条　中小企業等支援機関は、中小企業等の行う経営の向上のための取組を積極的に支

援するものとする。

（大企業者の役割）

第７条　大企業者は、中小企業等の重要性について理解を深め、中小企業者等と連携し、

及び協力して事業活動を行うよう努めるものとする。

（金融機関の役割）

第８条　金融機関は、中小企業者等が自主的な経営基盤の強化及び経営の革新に取り組む

ために必要な資金を円滑に供給するほか経営の向上のための支援を行うよう努めるもの

とする。

（教育機関の役割）

第９条　教育機関は、職場体験活動その他職業に関する理解を深める学習等を通じ、健全

な職業観及び勤労観の醸成に努めるものとする。

（市民の理解及び協力）

第１０条　市民は、中小企業等が活力ある地域社会及び豊かな市民生活の実現に果たす役

割の重要性を理解し、中小企業等の振興に関し市が実施する施策及び中小企業等支援機

関が実施する事業に協力するよう努めるものとする。

第２章　基本的施策

（経営の革新の促進）

第１１条　市は、中小企業等の経営の革新を促進するため、必要な施策を講ずるものとする。

（円滑な創業の促進）

第１２条　市は、中小企業等の円滑な創業を促進するため、必要な施策を講ずるものとする。

（新たな事業分野への進出の促進）

第１３条　市は、中小企業者等の新たな事業分野への進出を促進するため、必要な施策を

講ずるものとする。

（積極的な販路開拓の促進）

第１４条　市は、中小企業者等の積極的な販路の開拓を促進するため、必要な施策を講ず

るものとする。

（人材の育成及び確保の支援）

第１５条　市は、中小企業者等の事業活動を担う人材の育成及び確保を支援するため、必

要な施策を講ずるものとする。

（受注機会の増大）

第１６条　市は、工事の発注、物品及び役務の調達等において中小企業者等の受注の機会

の増大を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

（円滑な事業承継の支援）

第１７条　市は、中小企業者等の円滑な事業の承継を支援するため、必要な施策を講ずる

ものとする。

（資金供給の円滑化）

第１８条　市は、中小企業者等に対し円滑に資金が供給されるよう、必要な施策を講ずる

ものとする。

（連携の促進）

第１９条　市は、中小企業等の振興に関する施策を効果的に実施するため、中小企業者等、

中小企業等支援機関、大企業者、金融機関及び教育機関の相互の連携を促進するために

必要な措置を講ずるものとする。

（支援に関する情報の提供）

第２０条　市は、中小企業者等に対し、国、県及び市並びに中小企業等支援機関が実施す

る中小企業者等の支援に関する情報を提供するため、必要な施策を講ずるものとする。

第３章　小規模企業者への配慮

第２１条　市は、中小企業等の振興に関する施策を講ずるに当たり、小規模企業者に配慮し、

小規模企業者の事業の持続的発展を図るために必要な措置を講ずるものとする。

第４章　富士市中小企業等振興会議

第２２条　市は、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進するため、富士市中小企

業等振興会議（以下「振興会議」という。）を置く。

２　振興会議は、市長の諮問に応じ、中小企業等の振興に関する重要事項の調査及び審議

並びに施策の評価を行うものとする。

３　振興会議は、前項の調査、審議及び評価を行うほか、中小企業等の振興に関する事項

について市長に意見を述べることができる。

４　振興会議は、委員１５人以内をもって組織する。

５　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

⑴　学識経験者

⑵　公募による市民

⑶　中小企業者等の代表者等

⑷　中小企業等支援機関の代表者等

⑸　金融機関の代表者等

⑹　その他市長が適当と認める者

６　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

７　委員は、再任されることができる。

８　前各項に定めるもののほか、振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。

第５章　雑則

（委任）

第２３条　この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附　則

　この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第２２条の規定は、同年７月

１日から施行する。

　平成３０年３月３０日　　
（　　　　　　　　　　）　
　条 例 第 ２ ６ 号　　富士市中小企業及び小規模企業振興基本条例
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平成30年４月１日施行

お問合せ先 富士市役所 産業交流部 産業支援課

電　話：0545-55-2873　ＦＡＸ：0545-55-2973Ｅメール：sa-shien@div .c i ty . fu j i . sh izuoka . jp

〒417-8601 静岡県富士市永田町１丁目100番地

条例は、市のホームページにも掲載されています。 富 士 市 　 中 小 企 業 　 条 例

いただきへの、はじまり　富士市

中小企業・小規模企業のチャレンジを応援します！



前条例制定から10年が経過し、新たに、地域全体で中小企業及び小規模企業の振興のた

めの施策を総合的に推進していくことを明確にするために条例改正を行いました。

〇前文の追加　　　〇大企業、金融機関、教育機関等の責務や役割の明確化

〇「中小企業等振興会議」の設置　　　〇小規模企業への配慮の明確化

〇中小企業者等の努力の見直し　　　〇市の責務、基本的施策の見直し　など

　市は、これらの基本的施策を推進するため、

補助金の交付やセミナーの開催、相談窓口の設

置、各種メディアを活用した情報提供など、

様々な支援を展開していきます。
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